
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明 見 保 育 園 ☏５３－１９１８ 
子育て支援センター ☏５２－１０００ 

10 日（火）お茶のおけいこ（5歳児） 

11 日（水）お米作り 

13 日（金）5才児園外保育～バス遠足～ 

     未満児身体測定 

14 日（土）内科検診（4月に受けれなかった園児） 

16 日（月）以上児身体測定 

17 日（火）空手（5歳児） 

18 日（水）お誕生会 

24 日（火）太鼓（4・5歳児） 

26 日（木）避難訓練 

27 日（金）コオーディネーション 

     未満児 10時～ 

     以上児 10時 30 分～ 

31 日（火）太鼓（4・5歳児） 

※13 日、バス遠足の詳細は後日別紙で 

お知らせ致します。 

  

 
保育園施設開放・園庭開放 

月曜~土曜 10：00~15：00 

 

 

１１日（水）フラワーアレジメントを作ろう 

１８日（水）お誕生会・シャボン玉遊び 

２５日（水）ベビーマッサージ 

育児相談・身体測定 

令和4年度  

 

1951年５月５日（こどもの日）『児童憲章』制定。                     

前文                      

われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対す

る正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかる

ために、この憲章を定める。             

児童は、人として尊ばれる。                     

児童は、社会の一員として重んぜられる。        

児童は、よい環境の中で育てられる。 

子どもの｢今｣を大切に。                   

その｢今｣が連なって一日となり、一年となり、一生と

なるのです。大切にするとは、過干渉になることでは

なく。子ども自身の思考、意思、自我、自主性を尊重

し発揮させてあげられる環境をつくることです。 

 

29日 鹿毛 ひなのちゃん （2歳） 

✨新入園のお友達✨ 

坂本 かなたくん（すみれ組） 

おめでとうございます  

 

晴れ渡った空に、新緑の青葉。すがすがしさ

を感じる季節になりました。新年度が始まり 

１ヶ月、少しずつ新しい環境にも慣れ、子ども

達の笑顔も増えたように感じられます。 

 さて、いよいよ連休（GW）に入ります。 

場所・時を選ばず子どもは、ケガ・事故が絶え

ません。「子どもから目を離さないで」とよく

云われますが「見ていれば大丈夫」と云う事で

はありません。 

安全（子どもの視点を考慮した）、安心（親

子の触れ合い）な環境で是非、連休を過ごして

頂きたいと思います。 

また、連休中の休日在宅医を張り出していま

すのでご確認ください。 

☆登降園の打刻は必ず、かならず‼してください 

☆登園時間が 9：30を過ぎる場合や欠席の連絡は 

ルクミー(アプリ)もしくは電話等でお伝えください 

9：30以降の連絡は電話でお願いいたします。 

☆お子さんの健康状態を登園の際、必ず職員に伝えて下さい 

 


